
 社会保険等未加入対策手続きフロー（入札時） 
  ～平成２７年４月１日以降に入札公告を行う工事～ 

社会保険等加入を入札参加条件として入札公告 

入札参加資格要件審査 
 

技術（提案）資料に添付の経審総合評定値通

知書（直近）により加入状況を確認 

未加入（元請） 加入・適用除外（元請） 

手続を続行 入札参加資格を満たさないため失格 

開 札 

低入札調査が必要な場合 

別紙参照 

（低入札調査） 

加入指導及び保険担当部局への通報 



　

　

 社会保険等未加入対策手続きフロー（発注後） 
  『下請金額合計3000万円以上（建築4500万円以上）の工事』 

一次下請が未加入の場合 二次下請以下が未加入の場合 

未加入業者に加入指導及び保険担当

部局へ通報 
 元請業者に書面により指導 
  
 （指導内容） 

 ・元請に一次下請が加入する旨の誓約書提出を求める 
 
 ・元請に一次下請へ加入指導を求める 

誓約書（元請）の提出なし 誓約書（元請）の提出あり 

未加入 加入・適用除外 

 確認書面により加入等を確認 
 
   ・加入の場合 雇用保険･･･申告書及び領収済通知書 

               健康保険及び厚生年金保険･･･領収書 

   ・適用除外の場合･･･誓約書（一次下請） 
元請業者に入札参加資格停止措置 

（停止期間：１か月） 
 
未加入業者に加入指導及び保険担当部局へ通報 

ペナルティ等なし 

※通知後７日以内に誓約書を提出しているか 

※通知後６０日以内に加入をしているか 

加入・適用除外 未加入 

施工体制台帳により加入状況を確認 虚偽の施工体制台帳を作成した

ときは、７日以上の営業停止処分 



社会保険等未加入対策手続きフロー（低入札調査） 

開 札 

     低入札調査 
 
・低入札者及びその一次下請予定業者 

 の加入状況を確認 

低入札に該当するか 

  低入札調査報告書
※１
を提出 

 
 ・低入札者

※２
及びその一次下請予定業者の社会保険等加入状況報告書 

  （誓約
※３
内容含む） 

失 格 

入札参加資格要件審査 失 格 

未加入業者に加入指導及び保険担当

部局へ通報 

該 当 す る 

※１ 低入札価格調査実施要領の１２の各号に掲げる調査様式 

※２ 低入札価格調査対象となった入札者 

※３ 新たに一次下請が生じた場合や一時下請予定業者が変更となった 

    場合には保険加入業者とする旨の誓約 

該

当

し

な

い 

提出あり 提出なし 

未加入 加入・適用除外 


